
　停止処分期間中に運転すると、無免許運転の25点と停止処分のもとになった点数が
原則としてすべて加算されるので、たいへん厳しい処分を受けます。

【取消歴等保有者の場合】
　免許取消歴等保有者に該当する方が、その期間内又は処分の満了日から５年以内に
再び取消点数に達すると、通常の処分年数に２年が加算されます。
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より処分の期間が異なり、処分の期間は30日から180日までとなります。
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  停止処分(６か月を超えない期間の運転禁止を含む。）は、行政処分前歴の回数に

運転傷害等又は危険運転致傷等

停止処分期間中無免許

11点

２５点

処分を受けた点数

取消し１年

運 転 免 許 の 停 止 例

11点＋25点＝36点

取消し３年

【例外】

取消し２年＋２年＝４年

(処分点数１５点） ２５点
例

前歴１回で
取消し８年

５５点

(処分終了日から５年以内)

(0.25以上）

＋
25点

例

例

例

【特定違反行為である場合】
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　取消処分（６か月を超える期間の運転禁止を含む。）は、免許取消歴等がある場合
又は行政処分前歴の回数により処分の期間が異なります。
　一般違反行為による処分期間は、１年、２年、３年、４年又は５年、特定違反行為に
よる処分の期間は、３年、４年、５年、６年、７年、８年、９年又は10年となります。

【一般違反行為である場合】
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